
瀬戸市告示第１２１号 

瀬戸市議会９月定例会を次のとおり招集する。  

令和３年８月１９日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德 

１ 日  時  令和３年８月２７日 午前１０時  

２ 場  所  瀬戸市議会議事堂  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○写  



 



議 案 一 覧 表 

第５７号議案  行政手続における特定の個人を識別するため  

        の番号の利用等に関する法律の一部改正に伴  

う関係条例の整理に関する条例の制定につい  

て ············································· １ 

第５８号議案  南・東庁舎空調設備更新工事請負契約の締結  

について  ······································· ４ 

第５９号議案  押印を求める手続の見直しのための関係条例  

の整備に関する条例の制定について  ··············· ５ 

第６０号議案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  ········· ９ 

第６１号議案  高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救  

命処置用資器材の買入れについて  ··············· １１ 

第６２号議案  瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正につ  

いて ········································· １２ 

第６３号議案  瀬戸市心身障害者医療費助成条例の一部改正  

について  ····································· １７ 

第６４号議案  瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一  

部改正について  ······························· １９ 

第６５号議案  瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正  

について  ····································· ２２ 

第６６号議案  瀬戸市文化ホール舞台照明設備改修工事請負  

契約の締結について  ··························· ２４ 

第６７号議案  土地区画整理事業に伴う町の区域の設定につ  

いて ········································· ２５ 

第６８号議案  市道路線の変更について  ······················· ３４ 



第６９号議案  令和３年度瀬戸市一般会計補正予算（第７号）  ··· 別冊 

第７０号議案  令和３年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計  

補正予算（第１号）  ··························· 別冊 

第７１号議案  令和３年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正  

予算（第１号）  ······························· 別冊 

認 定 第 １ 号  令和２年度瀬戸市一般会計歳入歳出決算の認  

定について  ··································· 別冊 

認 定 第 ２ 号  令和２年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計  

歳入歳出決算の認定について  ··················· 別冊 

認 定 第 ３ 号  令和２年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計歳入  

歳出決算の認定について  ······················· 別冊 

認 定 第 ４ 号  令和２年度瀬戸市介護保険事業特別会計歳入  

歳出決算の認定について  ······················· 別冊 

認 定 第 ５ 号  令和２年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計歳  

入歳出決算の認定について  ····················· 別冊 

認 定 第 ６ 号  令和２年度瀬戸市水道事業会計利益の処分及  

び決算の認定について  ························· 別冊 

認 定 第 ７ 号  令和２年度瀬戸市下水道事業会計決算の認定  

について  ····································· 別冊 

同 意 第 ４ 号  瀬戸市教育委員会委員の任命について  ··········· 別途 

同 意 第 ５ 号  瀬戸市公平委員会委員の選任について  ··········· 別途 

報告第１０号  令和２年度瀬戸市健全化判断比率の報告につ  

いて ········································· 別紙 

報告第１１号  令和２年度瀬戸市公営企業会計資金不足比率  

の報告について  ······························· 別紙 



報告第１２号  令和２年度瀬戸市一般会計予算継続費の精算  

について  ····································· 別紙 

報告第１３号  令和２年度瀬戸市水道事業会計継続費の精算  

について  ····································· 別紙 

報告第１４号  専決処分の報告について  ······················· 別紙 

報告第１５号  専決処分の報告について  ······················· 別紙 

報告第１６号  放棄した債権の報告について  ··················· 別紙 

提 出  令和２年度瀬戸市土地開発公社の経営状況を  

説明する書類の提出について  ··················· 別冊 

提 出  令和２年度一般財団法人瀬戸市開発公社の経  

営状況を説明する書類の提出について  ··········· 別冊 

提 出  令和２年度瀬戸まちづくり株式会社の経営状  

況を説明する書類の提出について  ··············· 別冊 

提 出  令和２年度公益財団法人瀬戸市文化振興財団  

の経営状況を説明する書類の提出について  ······· 別冊 



 



１ 

 

３年市長提出第５７号議案  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついて  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定めるもの

とする。  

令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例  

（瀬戸市個人情報保護条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市個人情報保護条例（平成５年瀬戸市条例第２５号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（保有個人情報の提供先等への通知） （保有個人情報の提供先等への通知） 

第３４条 実施機関は、第３１条第１項の決定に

基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し

、遅滞なくその旨を書面により通知するものと

する。 

第３４条 実施機関は、第３１条第１項の決定に

基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、次の各号

に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し

、遅滞なくその旨を書面により通知するものと

する。 

⑴ ＜省略＞ ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法

第１９条第８号に規定する情報照会者若しく

は情報提供者又は同条第９号に規定する条例

⑵ 情報提供等記録 総務大臣及び番号法第１

９条第７号に規定する情報照会者若しくは情

報提供者又は同条第８号に規定する条例事務



２ 

 

事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情

報提供者（当該訂正に係る番号法第２３条第

１項及び第２項（これらの規定を番号法第２

６条において準用する場合を含む。）に規定

する記録に記録された者であって、当該実施

機関以外のものに限る。） 

関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提

供者（当該訂正に係る番号法第２３条第１項

及び第２項（これらの規定を番号法第２６条

において準用する場合を含む。）に規定する

記録に記録された者であって、当該実施機関

以外のものに限る。） 
  

 （瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部改正）  

第２条 瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関す

る条例（平成２７年瀬戸市条例第２９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「法」という

。）第９条第２項に基づく個人番号の利用及び

法第１９条第１１号に基づく特定個人情報の提

供に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号。以下「法」という

。）第９条第２項に基づく個人番号の利用及び

法第１９条第１０号に基づく特定個人情報の提

供に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、別表

第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に

掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる

特定個人情報の提供を求めた場合において、同

表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を

提供するときとする。 

第５条 法第１９条第１０号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、別表

第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に

掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲げる事務

を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる

特定個人情報の提供を求めた場合において、同

表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人情報を

提供するときとする。 



３ 

 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

  

（理 由） 

この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、

瀬戸市個人情報保護条例及び瀬戸市行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例中所要の事項を整理するため必要があるからであ

る。 



 



４ 

 

３年市長提出第５８号議案  

   南・東庁舎空調設備更新工事請負契約の締結について 

本市が、南・東庁舎空調設備更新工事を施工するに当たり、次の内容に

より工事請負契約を締結するものとする。  

  令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

１ 契 約 金 額  ２９２，３８０，０００円  

２ 工 事 場 所  瀬戸市追分町６４番地の１  

３ 契 約 方 法  制限付き一般競争入札  

４  工 事 内 容  市役所南庁舎及び東庁舎の空調機器を更新する工事

一式  

５ 工 期  本契約日の翌日から令和５年２月２８日まで  

６ 契約の相手方  瀬戸市弁天町８３番地  

          瀬戸ガス水道株式会社  

          代表取締役 加藤高司  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、南・東庁舎空調設備更新工事の請負契約を締結

するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条の規定により、議会の議決

を求めるため必要があるからである。  



 



５ 

 

３年市長提出第５９号議案  

押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条例の 

制定について  

押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条例を次の

ように定めるものとする。  

令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

押印を求める手続の見直しのための関係条例の整備に関する条例

（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）  

第１条  職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２６年瀬戸市条例第１２

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

第１号様式（第２条関係） 第１号様式（第２条関係） 

宣 誓 書 

 

 私は、主権が国民に存することを認める日本

国憲法を尊重し、かつ、擁護することを誓いま

す。 

 私は、地方自治の本旨を体するとともに公務

を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自

覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務

を執行することを誓います。 

    年  月  日 

 

氏      名  
 

宣 誓 書 

 

 私は、主権が国民に存することを認める日本

国憲法を尊重し、かつ、擁護することを誓いま

す。 

 私は、地方自治の本旨を体するとともに公務

を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自

覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務

を執行することを誓います。 

    年  月  日 

 

氏      名印  
 

第２号様式（第２条関係） 第２号様式（第２条関係） 

宣 誓 書 宣 誓 書 



６ 

 

 

 私は、日本国憲法及び法律を尊重し、命令、

条例及び規則を忠実に擁護し、消防の目的及び

任務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実か

つ公正に消防職務の遂行に当たることを誓いま

す。 

    年  月  日 

 

氏      名  
 

 

 私は、日本国憲法及び法律を尊重し、命令、

条例及び規則を忠実に擁護し、消防の目的及び

任務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実か

つ公正に消防職務の遂行に当たることを誓いま

す。 

    年  月  日 

 

氏      名印  
 

  

 （瀬戸市固定資産評価審査委員会条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市固定資産評価審査委員会条例（昭和６０年瀬戸市条例第５

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（審査の申出） （審査の申出） 

第６条 ＜省略＞ 第６条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

 ４ 審査申出書には、審査申出人（審査申出人が

法人その他の社団又は財団であるときは、代表

者又は管理人、総代を互選したときは総代、代

理人によって審査の申出をするときは代理人）

が押印しなければならない。 

４ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

５ ＜省略＞ ６ ＜省略＞ 

（審査申出人の口頭による意見陳述） （審査申出人の口頭による意見陳述） 

第８条の２ ＜省略＞ 第８条の２ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこ

れに署名しなければならない。 

３ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこ

れに署名押印しなければならない。 



７ 

 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

（口頭審理） （口頭審理） 

第９条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

２から４まで ＜省略＞ ２から４まで ＜省略＞ 

５ 口述書には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

５ 口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出

者が署名押印しなければならない。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

６及び７ ＜省略＞ ６及び７ ＜省略＞ 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

審理を行った委員及び調書を作成した書記が署

名しなければならない。 

８ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

審理を行った委員及び調書を作成した書記が署

名押印しなければならない。 

⑴から⑸まで ＜省略＞ ⑴から⑸まで ＜省略＞ 

９ ＜省略＞ ９ ＜省略＞ 

（実地調査の調書） （実地調査の調書） 

第１０条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

調査を行った委員及び調書を作成した書記が署

名しなければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

調査を行った委員及び調書を作成した書記が署

名押印しなければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

（議事の調書） （議事の調書） 

第１１条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

議事に関与した委員及び調書を作成した書記が

署名しなければならない。 

２ 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、

議事に関与した委員及び調書を作成した書記が

署名押印しなければならない。 

⑴から⑷まで ＜省略＞ ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

（審査の申出の取下げ） （審査の申出の取下げ） 

第１３条 ＜省略＞  第１３条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 ３ 第６条第４項の規定は、審査申出取下書につ

いて準用する。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  



８ 

 

  

（理 由） 

この案を提出するのは、行政手続における押印原則の見直しに伴い、職

員の服務の宣誓に関する条例及び瀬戸市固定資産評価審査委員会条例中所

要の規定を整備するため必要があるからである。  



９ 

 

３年市長提出第６０号議案  

瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。  

令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の  

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 
 

種類 金額 

＜省略＞ 

交 
付 

住民票の写し
の交付手数料 

＜省略＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

 

種類 金額 

＜省略＞ 

交 
付 

住民票の写し
の交付手数料 

＜省略＞ 

行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律第２
条第７項に規定
する個人番号カ
ードの再交付手
数料 

１件につき８００円 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。  



１０ 

 

 

（理 由） 

この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）の一部改正に伴い、

瀬戸市手数料徴収条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  



１１ 

 

３年市長提出第６１号議案  

高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命処置用資器材の買入

れについて  

本市は、次の内容により高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命

処置用資器材を買い入れるものとする。  

  令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

１ 買入物件  高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命処置用資器

材  

２ 形状及び  高規格救急自動車（四輪駆動） 

  資器材  高度救命処置用資器材及び感染症対応資器材  

３ 契約方法  指名競争入札  

４ 買入価額  ３５，８６０，０００円 

５ 買 入 先 名古屋市熱田区桜田町２０番３４号  

       愛知日産自動車株式会社  

       代表取締役  高橋博文  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、高規格救急自動車（救急５号車）及び高度救命

処置用資器材の買入れに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第３条の規定に

より、議会の議決を求めるため必要があるからである。  
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３年市長提出第６２号議案  

瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正について  

瀬戸市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。  

令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市子ども医療費助成条例の一部を改正する条例  

第１条 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第１２号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ この条例において「保護者」とは、親権を行

う者、未成年後見人その他の者で、現に子ども

（第６項に規定する特定対象者を除く。）を監

護するものをいう。 

４ この条例において「保護者」とは、親権を行

う者、未成年後見人その他の者で、現に子ども

を監護するものをいう。 

５ この条例において「高校生等」とは、子ども

のうち１５歳に達する日の翌日以後の最初の４

月１日から１８歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者（次項に規定する特定

対象者を除く。）をいう。 

 

６ この条例において「特定対象者」とは、子ど

ものうち婚姻により成年に達したものとみなさ

れる者をいう。 

 

（助成の要件） 

第３条 市は、保護者に対し、その監護する子ど

もに係る医療に要する費用（高校生等にあって 

（受給資格者） 

第３条 この条例により子どもの医療費の助成を

受けることができる者（以下「受給資格者」と 



１３ 

 

は、入院に係るものに限る。）を助成する。 いう。）は、国民健康保険法による被保険者又

は規則に定める法令（以下「社会保険各法」と

いう。）による被保険者、組合員、加入者若し

くは被扶養者である子どもの保護者であるもの

とする。 

２ 市は、特定対象者に対し、その者に係る医療

に要する費用（入院に係るものに限る。）を助

成する。 

 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、子どもが次の各

号のいずれかに該当するときは、当該子どもに

係る医療に要する費用については、助成しない

。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれ

かに該当する者は受給資格者としない。 

⑴ 国民健康保険法又は規則に定める法令（以

下「社会保険各法」という。）による医療に

関する給付が受けられない者であるとき。 

 

⑵ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

による保護を受けている者であるとき。 

⑴ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）  

による保護を受けている子どもの保護者 

⑶ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過した者のうち、瀬戸市心身障害者医療費

助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号）

又は瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例

（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）の規定に

よる医療費の助成を受けることができるもの

であるとき。 

⑵ ６歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過した者のうち、瀬戸市心身障害者医療費

助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号）

又は瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例

（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）により医

療費の助成を受けることができる子どもの保

護者 

⑷ １５歳に達する日以後の最初の３月３１日

を経過した者のうち、瀬戸市精神障害者医療

費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号

）第３条第１項第１号又は第３号に該当し、

同条例の規定による医療費の助成を受けるこ

とができるものであるとき。 

⑶ １５歳に達する日以後の最初の３月３１日

を経過した者（以下「１５歳以上の子ども」

という。）のうち、瀬戸市精神障害者医療費

助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）

第３条第１項第１号又は第３号に該当し、同

条例の規定により医療費の助成を受けること

ができる子ども又は子どもの保護者 

⑸ 法令、他の地方公共団体の条例等の規定に

よりこの条例と同様の医療に関する給付を受

けることができる者であるとき。 

⑷ 法令、他の地方公共団体の条例等の規定に

よりこの条例と同様の医療に関する給付を受

けることができる者 
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（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷について

、国民健康保険法又は社会保険各法の規定によ

る医療に関する給付が行われた場合において、

当該子どもの疾病又は負傷に係る医療（高校生

等又は特定対象者については、入院に限る。次

項において同じ。）に要する費用の額から、当

該医療に係る国民健康保険法又は社会保険各法

の規定による医療に関する給付（社会保険各法

による付加給付にあっては、当該給付を含む。

）の額及び法令の規定による国又は地方公共団

体の負担による医療に関する給付の額を控除し

た額を子ども医療費として助成する。 

第４条 市長は、子どもの疾病又は負傷に係る医

療（１５歳以上の子どもについては、入院に限

る。）で、当該医療に要する費用の額から、当

該医療に係る国民健康保険法又は社会保険各法

の規定による医療に関する給付（社会保険各法

による付加給付にあっては、当該給付を含む。 

）の額及び法令の規定による国又は地方公共団

体の負担による医療に関する給付の額を控除し

た額を子ども医療費として助成する。 

２ 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の

算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号

）の例により算定した額とする。ただし、現に

要した費用の額を超えることができない。 

２ 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法 

（大正１１年法律第７０号）の規定による療養

に要する費用の額の算定方法の例により算定し

た額とする。ただし、現に要した費用の額をこ

えることができない。 

（受給者証） （受給者証） 

第５条 第３条に規定する医療に要する費用の助

成の要件に該当する保護者は、子ども（高校生

等を除く。）に係る医療に要する費用の助成を

受けようとするときは、規則の定めるところに

より、市長に対し、子ども医療費受給者証（以

下「受給者証」という。）の交付の申請をしな

ければならない。 

第５条 

２ 市長は、前項の交付の申請を受けたときは、

規則の定めるところにより、その者に対し、受

給者証を交付する。 

市長は、受給資格者（１５歳以上の子ども又

は１５歳以上の子どもの保護者を除く。）に対

し、規則の定めるところにより子ども医療費受

給者証（以下「受給者証」という。）を交付す

る。 

３ 前項の規定により受給者証の交付を受けた者

（以下「受給者」という。）は、子ども医療費

の助成を受けようとするときは、病院、診療所

若しくは薬局又はその他の者（以下「医療機関

２ 前項の規定により受給者証の交付を受けた受

給資格者（以下「受給者」という。）は、子ど

も医療費の助成を受けようとするときは、病院

、診療所若しくは薬局又はその他の者（以下「



１５ 

 

等」という。）において診療、薬剤の支給又は

手当を受ける際、当該医療機関等に受給者証を

提示するものとする。 

医療機関等」という。）において診療、薬剤の

支給又は手当を受ける際、当該医療機関等に受

給者証を提示するものとする。 

（助成の方法） （助成の方法） 

第７条 第４条第１項に規定する子ども医療費（ 

高校生等又は特定対象者に係る子ども医療費を

除く。）の助成は、当該子ども医療費を医療機

関等に支払うことによって行う。 

第７条 第４条第１項に規定する子ども医療費（ 

１５歳以上の子どもに係る医療費を除く。）の

助成は、当該子ども医療費を医療機関等に支払

うことによって行う。 

２ 高校生等又は特定対象者に係る子ども医療費

（入院に係るものに限る。）の助成は、当該高

校生等の保護者又は当該特定対象者の申請に基

づき、当該申請した者に対し支払うことによっ

て行う。 

２ １５歳以上の子どもに係る医療費の助成は、

当該子ども医療費を受給資格者に支払うことに

よって行う。 

３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 

 （損害賠償との調整） （損害賠償との調整） 

第９条 市長は、子どもの疾病又は負傷について

子ども医療費の助成を受ける者又は子ども医療

費の助成を受けた者が、当該疾病又は負傷に関

し損害賠償を受けたときは、その価額の限度に

おいて、助成すべき子ども医療費の全部若しく

は一部を助成せず、又は既に助成した子ども医

療費の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

第９条 市長は、受給資格者が、子どもの疾病又

は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価

額の限度において、子ども医療費の全部若しく

は一部を助成せず、又は既に助成した額に相当

する金額を返還させることができる。 

 （不正利得の返還）  （不正利得の返還） 

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により

、子ども医療費の助成を受けた者があるときは

、その者から、その助成を受けた額に相当する

金額の全部又は一部を返還させることができる

。 

第１０条 市長は、偽りその他不正の手段により

、子ども医療費の助成を受けた者があるときは

、その者から、その助成を受けた額に相当する

金額の全部または一部を返還させることができ

る。 

（報告）   

第１２条 市長は、子ども医療費の助成に関し必

要があると認めるときは、受給者証の交付を受

け、若しくは受けようとする者又は子ども医療

費の助成を受け、若しくは受けようとする者に
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対し、必要な事項の報告を求めることができる

。 

（委任） （委任） 

第１３条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 
  

第２条 瀬戸市子ども医療費助成条例の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

６ この条例において「特定対象者」とは、子ど

ものうち成年に達した者又は婚姻により成年に

達したものとみなされる者をいう。 

６ この条例において「特定対象者」とは、子ど

ものうち婚姻により成年に達したものとみなさ

れる者をいう。 
  

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４

年４月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正に

伴い、並びに瀬戸市心身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第

２６号）、瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条

例第３２号）及び瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条

例第１６号）との整合性を図るため、瀬戸市子ども医療費助成条例中所要

の事項を改正するため必要があるからである。  
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３年市長提出第６３号議案  

△△△瀬戸市心身障害者医療費助成条例の一部改正について  

△瀬戸市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。  

△△令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長△伊 藤 保 德△ 

△△△瀬戸市心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例  

△瀬戸市心身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号）の

一部を次のように改正する。  

△次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

⑷ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第４条第１項の規定に

よる子ども医療費の助成の対象となる医療（

６歳に達する日以後の最初の３月３１日を経

過した子どもに係るものを除く。）を受ける

ことができる子ども 

⑷ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第３条に規定する受給

資格者に監護されている子ども 

⑸ ＜省略＞ ⑸ ＜省略＞ 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の

算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号

２ 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法 

 （大正１１年法律第７０号）の規定による療養
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）の例により算定した額とする。ただし、現に

要した費用の額を超えることができない。 

に要する費用の額の算定方法の例により算定し

た額とする。ただし、現に要した費用の額を超

えることができない。 
  

△△△附△則 

△この条例は、公布の日から施行する。  

△ 

（理△由） 

△この案を提出するのは、瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸

市条例第１２号）の一部改正に当たり、同条例、瀬戸市母子・父子家庭等

医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）及び瀬戸市精神障害者

医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）との整合性を図るため、

瀬戸市心身障害者医療費助成条例中所要の事項を改正するため必要がある

からである。  
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３年市長提出第６４号議案  

瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部改正について  

瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。  

令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例の一部を改正する条例  

瀬戸市母子・父子家庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（受給資格者） （受給資格者） 

第２条 ＜省略＞ 第２条 ＜省略＞ 

２ 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法第

１１６条の２第１項各号に規定する病院、診療

所、施設又は住居（以下この条において「病院

等」という。）に、入院、入所又は入居（以下

この条において「入院等」という。）したこと

により、本市の区域外に住所を変更したと認め

られる母子・父子家庭等については、本市の区

域内に住所を有する者とみなす。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、国民健康保

険法第１１６条の２第１項各号に規定する病院

、診療所、施設又は住居（以下この条において

「病院等」という。）に、入院、入所又は入居

（以下この条において「入院等」という。）し

たことにより、本市の区域外に住所を変更した

と認められる母子・父子家庭等については、本

市の区域内に住所を有する者とみなす。 

３ 第１項の規定にかかわらず、病院等に入院等

したことにより、本市の区域内に住所を変更し

たと認められる母子・父子家庭等については、

本市の区域外に住所を有する者とみなす。ただ

し、入院等の前の住所地である市町村が、愛知

県の区域外であって、居住地特例（病院等に入

院等したことにより他の市町村の区域内に住所

を有することとなった者について、入院等の前

３ 第１項第１号の規定にかかわらず、病院等に

入院等したことにより、本市の区域内に住所を

変更したと認められる母子・父子家庭等につい

ては、本市の区域外に住所を有する者とみなす

。ただし、入院等の前の住所地である市町村が

、愛知県の区域外であって、居住地特例（病院

等に入院等したことにより他の市町村の区域内

に住所を有することとなった者について、入院
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の住所地である市町村が、その者が引き続き当

該市町村に住所を有するものとみなして福祉医

療費助成の受給対象者とする特例をいう。）を

採用していない場合は、この限りでない。 

等の前の住所地である市町村が、その者が引き

続き当該市町村に住所を有するものとみなして

福祉医療費助成の受給対象者とする特例をいう

。）を採用していない場合は、この限りでない

。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴から⑶まで ＜省略＞ ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

⑷ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第４条第１項の規定に

よる子ども医療費の助成の対象となる医療（

６歳に達する日以後の最初の３月３１日を経

過した子どもに係るものを除く。）を受ける

ことができる子ども又は瀬戸市心身障害者医

療費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６

号）の規定による医療費の助成を受けること

ができる者 

⑷ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第３条に規定する受給

資格者に監護されている子ども又は瀬戸市心

身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市

条例第２６号）の規定により医療費の助成を

受けることができる者 

⑸及び⑹ ＜省略＞ ⑸及び⑹ ＜省略＞ 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の

算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号

）の例により算定した額とする。ただし、現に

要した費用の額を超えることができない。 

２ 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法 

 （大正１１年法律第７０号）の規定による療養

に要する費用の額の算定方法の例により算定し

た額とする。ただし、現に要した費用の額を超

えることができない。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸

市条例第１２号）の一部改正に当たり、同条例、瀬戸市心身障害者医療費
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助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号）及び瀬戸市精神障害者医療費

助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）との整合性を図るため、瀬戸

市母子・父子家庭等医療費助成条例中所要の事項を改正するため必要があ

るからである。  
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３年市長提出第６５号議案  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正について  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例を次のように定

めるものとする。  

令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部を改正する条例  

瀬戸市精神障害者医療費助成条例（平成１５年瀬戸市条例第１６号）の

一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（受給資格者） （受給資格者） 

第３条 ＜省略＞ 第３条 ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号のいず

れかに該当する者は、受給資格者としない。 

⑴及び⑵ ＜省略＞ ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第４条第１項の規定に

よる子ども医療費の助成の対象となる医療（

１５歳に達する日以後の最初の３月３１日を

経過した子ども（第１項第４号に該当する者

を除く。）に係るものを除く。）を受けるこ

とができる子ども又は瀬戸市心身障害者医療

費助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号

）若しくは瀬戸市母子・父子家庭等医療費助

成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）の

規定による医療費の助成を受けることができ

る者 

⑶ 瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年

瀬戸市条例第１２号）第３条に規定する受給

資格者に監護されている子ども又は瀬戸市心

身障害者医療費助成条例（昭和４８年瀬戸市

条例第２６号）若しくは瀬戸市母子・父子家

庭等医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例

第３２号）の規定により医療費の助成を受け

ることができる者 
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⑷及び⑸ ＜省略＞ ⑷及び⑸ ＜省略＞ 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の

算定方法（平成２０年厚生労働省告示第５９号

）の例により算定した額とする。ただし、現に

要した費用の額を超えることができない。 

２ 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法 

 （大正１１年法律第７０号）の規定による療養

に要する費用の額の算定方法の例により算定し

た額とする。ただし、現に要した費用の額を超

えることができない。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市子ども医療費助成条例（昭和４８年瀬戸

市条例第１２号）の一部改正に当たり、同条例、瀬戸市心身障害者医療費

助成条例（昭和４８年瀬戸市条例第２６号）及び瀬戸市母子・父子家庭等

医療費助成条例（昭和５３年瀬戸市条例第３２号）との整合性を図るため、

瀬戸市精神障害者医療費助成条例中所要の事項を改正するため必要がある

からである。  
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３年市長提出第６６号議案  

   瀬戸市文化ホール舞台照明設備改修工事請負契約の締結について  

本市が、瀬戸市文化ホール舞台照明設備改修工事を施工するに当たり、

次の内容により工事請負契約を締結するものとする。  

  令和３年８月２７日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

１ 契 約 金 額  １６９，１４７，０００円  

２ 工 事 場 所  瀬戸市西茨町１１３番地の３  

３ 契 約 方 法  制限付き一般競争入札  

４  工 事 内 容  文化ホールの舞台照明設備（照明負荷設備及び移動

照明器具）を取り替える工事一式 

５ 工 期  本契約日の翌日から令和４年３月１０日まで  

６ 契約の相手方  名古屋市中川区万場五丁目５１５番地  

          株式会社ホクエー電工名古屋支店  

          取締役支店長  北倉歩  

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市文化ホール舞台照明設備改修工事の請負

契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条の規定により、

議会の議決を求めるため必要があるからである。  
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３年市長提出第６７号議案 

   土地区画整理事業に伴う町の区域の設定について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づ

き、名古屋都市計画事業瀬戸塩草土地区画整理事業の換地処分の公告のあ

った日の翌日から、本市の町の区域を別紙のとおり設定するものとする。 

  令和３年８月２７日提出 

瀬戸市長 伊 藤 保 德 

 

（理 由） 

 この案を提出するのは、本市内に町の区域を設定するに当たり、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、議会

の議決を求めるため必要があるからである。  
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別紙 

町の区域の設定の調書 

１ 区域設定 

新町名 呼称 画する区域  

塩草が丘１丁目 しおくさがおかいっちょうめ  塩草町の一部  

塩草が丘２丁目 しおくさがおかにちょうめ  塩草町の一部  

塩草が丘３丁目 しおくさがおかさんちょうめ  塩草町の一部  

塩草が丘４丁目 しおくさがおかよんちょうめ  塩草町の一部  

 

２ 区域の設定に係る町名及び地番  

⑴ 塩草
しおくさ

が
が

丘
おか

１丁目
いっちょうめ

を画する区域  

塩草町１の３、１０４の１の一部、１０４の２から１０４の１５ま

で、１０４の１６の一部、１０４の１７から１０４の２５まで、１０

５の１の一部、１０５の３の一部、１０５の４、１０６の１の一部、

１０６の２の一部、１０７、１０８の１から１０８の３まで、１０９

の１の一部、１０９の２から１０９の８まで、１０９の１０、１０９

の１１、１０９の１３から１０９の１７まで、１０９の２０から１０

９の２７まで、１１０の一部、１１０の１、１１１の１から１１１の

３まで、１１２の１から１１２の１８まで、１１３の１から１１３の

１７まで、１１４、１１４の１、１１４の２、１１５の１、１１５の

２、１１６の１、１１６の２の一部、１１６の３の一部、１１６の４

の一部、１１６の５から１１６の９まで、１１６の１０の一部、１１

６の１２の一部、１１６の１３から１１６の１５まで、１２０の２の

一部、１２０の３の一部、１２６の１の一部、１２８の一部、１２９

の１、１２９の２、１３０の１、１３０の２、１３１、１３２の１か
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ら１３２の２３まで、１３２の２４の一部、１３２の２６から１３２

の３４まで、１３３の１、１３３の８の一部、１４２の３、１４２の

４、１４２の５の一部、１４３の１から１４３の１５まで、１４４の

１から１４４の３まで、１４５、１４６、１４７の１から１４７の４

まで、１４７の５の一部、１４７の６の一部、１４８の１の一部、１

４８の２、１４８の３、１４８の４の一部、１６４の３の一部、１７

４の１から１７４の３まで、１７４の４の一部、１７４の５、１７４

の６の一部、１７４の７の一部、１７４の８の一部、１７４の９の一

部、１７４の１０の一部、１７８の１、１７８の３の一部、１７９の

１、１７９の２の一部、１７９の３の一部、１７９の４の一部、１７

９の５から１７９の１０まで、１７９の１２、１７９の１５から１７

９の１７まで、１８０、１８１、１８２の１、１８２の２、１８３の

１から１８３の５まで、１８４、１８５の１から１８５の４まで、１

８６の１から１８６の５まで、１８７、１８８の１から１８８の６ま

で、１８９の１、１８９の２、１９０の１から１９０の１３まで、１

９１、１９２の１の一部、１９２の２の一部、１９２の３の一部、１

９２の４の一部、１９２の５の一部、２６０の一部、２６１の２の一

部、２６１の３の一部、２６２の１の一部、２６４の１の一部、２６

５の１の一部、２６６の１の一部、２７３の１の一部、２７５の１の

一部、２７５の３の一部及び２８１  

⑵ 塩草
しおくさ

が
が

丘
おか

２丁目
に ち ょ う め

を画する区域  

塩草町１０４の１の一部、１０４の１６の一部、１０５の１の一部、  

１０５の２、１０５の３の一部、１０６の１の一部、１０６の２の一

部、１０９の１の一部、１０９の９、１０９の１８、１０９の１９、

１１０の一部、１１０の２、１１０の３、１１６の２の一部、１１６  



２８ 

 

の３の一部、１１６の４の一部、１１６の１０の一部、１１６の１１、  

１１６の１２の一部、１１７の１から１１７の４まで、１１８の１か

ら１１８の６まで、１１９の１から１１９の３３まで、１２０の１、

１２０の２の一部、１２０の３の一部、１２０の４、１２０の５、１

２１、１２２の１、１２２の２、１２３の１から１２３の７まで、１

２４の１から１２４の３まで、１２５の１、１２５の２、１２６の１

の一部、１２６の２から１２６の４まで、１２７、１２８の一部、１  

３３の２、１３３の３の一部、１３３の８の一部、１３３の９の一部、  

１３３の１２の一部、１３４の７の一部、１３５の３の一部、１３５

の５の一部、１３６、１３６の１の一部、１３６の２の一部、１３６

の３の一部、１３６の７の一部、２３９の１の一部、２３９の２の一 

部、２４７の１の一部、２４７の２の一部、２４７の３、２４７の４、  

２４８の１の一部、２４８の２、２４８の３、２４８の４の一部、２

４８の５から２４８の１３まで、２４９の１から２４９の３まで、２

５０、２５１、２５２の１から２５２の１３まで、２５３、２５４の

１から２５４の５まで、２５５の１、２５５の２、２５６の１から２

５６の４まで、２５７、２５７の１から２５７の３まで、２５８の１

から２５８の５まで、２５９、２６０の一部、２６１の１の一部、２  

６１の２の一部、２６１の３の一部、２６１の４、２６２の１の一部、  

２６２の２から２６２の６まで、２６３の１から２６３の３まで、２ 

６４の１の一部、２６４の５の一部、２６４の６の一部、２６４の７、  

２７０の１の一部、２７１、２７２の１、２７２の２、２７３の１の

一部、２７３の２、２７３の３、２７４の一部、２７９の一部、２８  

０、２８２、２８３の１から２８３の３まで、２８４から２８６まで、 

２８６の２、２８７から２９５まで、２９６の１、２９６の２、２９  



２９ 

 

７から２９９まで、３００の１、３００の２、３０１から３０８まで、 

３０９の１から３０９の３まで、３１０から３１８まで、３１９の１、  

３１９の２、３２０の１から３２０の３まで、３２１の１から３２１ 

の３まで、３２２の１から３２２の３まで、３２３の１、３２３の２、  

３２４の１から３２４の５まで、３２５、３２６の１、３２６の２、

３２６の４から３２６の７まで、３２７、３２８の１、３２８の２、

３２９の１から３２９の７まで、３３０から３４２まで、３４３の１

から３４３の５まで、３４４の１、３４４の２、３４５の１、３４５

の２、３４６から３５０まで、３５１の１、３５１の２、３５２の１

から３５２の３まで、３５３の１から３５３の３まで、３５４の１、

３５４の２、３５５、３５６の１から３５６の３まで及びこれらの区

域に隣接介在する道路である市有地の一部  

⑶ 塩草
しおくさ

が
が

丘
おか

３丁目
さんちょうめ

を画する区域  

塩草町７の１の一部、７の２、８の１の一部、８の２の一部、８の

３の一部、１３２の２４の一部、１３２の２５、１３３の３の一部、

１３３の４から１３３の７まで、１３３の８の一部、１３３の９の一

部、１３３の１０、１３３の１１、１３３の１２の一部、１３３の１  

３、１３４の１から１３４の６まで、１３４の７の一部、１３４の８、  

１３４の９、１３５の１、１３５の２、１３５の３の一部、１３５の

４、１３５の５の一部、１３６の１の一部、１３６の２の一部、１３

６の３の一部、１３６の４から１３６の６まで、１３６の７の一部、

１３７の１から１３７の１７まで、１３８の１、１３８の３から１３

８の５まで、１３９、１４０の１から１４０の６まで、１４１の１か

ら１４１の５まで、１４２の１、１４２の５の一部、１４７の５の一

部、１４７の６の一部、１４７の７、１４８の１の一部、１４８の４



３０ 

 

の一部、１４９から１６０まで、１６１の１、１６１の２、１６２、

１６３、１６４の１、１６４の２、１６４の３の一部、１６５、１６

６、１６７の１から１６７の１２まで、１６８の１から１６８の６ま 

で、１６９の１から１６９の７まで、１７０の１から１７０の５まで、 

１７１、１７１の１、１７１の２、１７２の１から１７２の６まで、

１７３の１、１７３の２、１７４の４の一部、１７４の６の一部、１

７４の７の一部、１７４の８の一部、１７４の９の一部、１７４の１

０の一部、１７５から１７７まで、１７８の２、１７８の３の一部、

１７９の２の一部、１７９の３の一部、１７９の４の一部、２１１の

一部、２２０の一部、２２０の１、２２１の１の一部、２２１の２、

２２１の３の一部、２２１の４、２２２の１から２２２の３まで、２

２３の１の一部、２２３の４の一部、２２５の１、２２５の２、２２  

６から２２８まで、２２９の一部、２３０の１、２３０の２、２３１、  

２３２の一部、２３２の１、２３３の１、２３３の２、２３４の２の

一部、２３４の３、２３４の４の一部、２３４の５、２３４の６の一  

部、２３４の１１の一部、２３４の１２の一部、２３４の１４の一部、  

２３４の１５の一部、２３４の１６の一部、２３５から２３７まで、

２３８の１の一部、２３９の２の一部、２４０の１、２４０の２、２

４１の１から２４１の３まで、２４２の１から２４２の４まで、２４

３の１、２４３の２、２４４の１、２４４の２、２４５、２４６の１

から２４６の３まで、２４７の１の一部、２４７の２の一部、２４８

の１の一部、２４８の４の一部、２６１の１の一部、２６４の２から  

２６４の４まで、２６４の５の一部、２６４の６の一部、２６４の８、  

２６５の１の一部、２６５の２、２６６の１の一部、２６６の２、２

６８の一部、２６９の一部、２７０の１の一部、２７０の２、２７４



３１ 

 

の一部、２７５の１の一部、２７５の２、２７５の３の一部、２７６

の一部、２７８の１の一部及び２７８の２  

⑷ 塩草
しおくさ

が
が

丘
おか

４丁目
よんちょうめ

を画する区域  

塩草町７の１の一部、８の１の一部、８の２の一部、８の３の一部、  

９の１、９の２、１１の３、１１の１６９、１１の１８１、１１の１

８３、１１の１８４、１９２の１の一部、１９２の２の一部、１９２

の３の一部、１９２の４の一部、１９２の５の一部、１９３の１、１

９３の３、１９３の４、１９３の７、１９４の１から１９４の２２ま 

で、１９５の１から１９５の７まで、１９６の１から１９６の５まで、 

１９７、１９８の１から１９８の８まで、１９９の１から１９９の１

２まで、２００の１から２００の７まで、２０１の１から２０１の７

まで、２０２の１、２０２の２、２０２の４から２０２の３５まで、

２０２の３７から２０２の４８まで、２０５の１、２０５の３、２０

５の４、２０６の１から２０６の５まで、２０７の１から２０７の６

まで、２０８の１から２０８の８まで、２０９の１、２０９の２、２

１０、２１１の一部、２１２から２１７まで、２１８の１から２１８

の４まで、２１９、２２０の一部、２２１の１の一部、２２１の３の

一部、２２３の１の一部、２２３の２、２２３の３、２２３の４の一

部、２２４の１から２２４の６まで、２２９の一部、２３２の一部、

２３４の１、２３４の２の一部、２３４の４の一部、２３４の６の一

部、２３４の７から２３４の１０まで、２３４の１１の一部、２３４

の１２の一部、２３４の１３、２３４の１４の一部、２３４の１５の

一部、２３４の１６の一部、２３８の１の一部、２３８の２から２３

８の４まで、２３９の１の一部、２３９の２の一部、２４７の１の一

部、２４８の１の一部、２６１の１の一部、２６６の１の一部、２６



３２ 

 

７の１、２６８の一部、２６９の一部、２７０の１の一部、２７６の

一部、２７７、２７８の１の一部及び２７９の一部  



３
３



 



３４ 

 

３年市長提出第６８号議案 

   市道路線の変更について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、 

市道の路線を次のように変更することについて、同条第３項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和３年８月２７日提出 

        瀬戸市長 伊 藤 保 德  

路線番号 路 線 名 
起 点  

終 点  

０４０６２ 赤津４号線  

前 
赤津町１３８番１地先 

赤津町１１７番５地先 

後 
赤津町１３８番１１地先  

赤津町１１７番１地先 

 



 認定路線図（変更前）  

 

凡 例 

起点  

終点  

 

 

赤津４号線 

３
５

 



 認定路線図（変更後）  

 

凡 例 

起点  

終点  

 

 

赤津４号線 

３
６

 


